
 

平成 22 年４月 28 日 

総務省 

社団法人デジタル放送推進協会 

ビル陰共同受信施設の地上デジタル放送対応に向けた 

総合コンサルティングの実施 

－対応にお困りの管理者の方、デジサポに御相談ください－ 
 

総務省は、ビル陰等の受信障害対策用の共同受信施設（受信障害対策共聴施設）の地上

デジタル放送対応を促進するため、平成 22 年５月 12 日(水)から、デジサポ（総務省テレ

ビ受信者支援センター）において、従来の支援策に加え、デジタル化対応の検討から完了

までを総合的に支援する総合コンサルティングを実施します。 

 

 

１ 支援対象者 

受信障害対策共聴施設の管理者及び利用者（共聴施設組合を含みます。） 

なお、以下の施設を優先的に対象とします。 

・デジタル放送においても建築物等による受信障害が継続する共聴施設 

・マンション等の管理組合又は利用者による共聴施設組合が施設管理者である施設 

ただし、国・地方公共団体等が維持管理を行っている施設は、支援対象外です。 

（御相談をお伺いし、内容によって、本支援事業の対象となるか、又は従来の支援の対象

となるか、適切な支援・助言等をさせていただきます。） 

 

２ 対象事業 

受信障害対策共聴施設のデジタル化対応に向け、デジサポが既に実施している支援メニ 

ュー（※）を含め、デジタル化方策の検討、当事者間協議支援等、デジタル化対応の検討から

完了までを総合的に支援する総合コンサルティングを実施します。詳細は別紙１を御覧くだ

さい。 

（※）個別アンテナ受信可否調査、助成金制度、法律家相談 等 

 

３ 受付期間 

  平成 22 年５月 12 日（水）から平成 22 年６月 30 日（水）まで 

※予算の範囲内で実施するため、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。 

 

４ お問い合わせ 

  各都道府県のデジサポへお問い合わせください。（電話番号は、別紙２のとおり） 

※受付時間は、いずれの地域も平日９時～18 時 

  電話がつながりましたら、「ビル陰共聴の『総合コンサルティング』について」とお申し 

出ください。 

 

５ 申込方法 

申込様式はデジサポホームページ（http://digisuppo.jp/）からダウンロードしていただ

くか電話にて御請求ください。 

お申込みは以下へＦＡＸ又は郵送してください。 



 

 

受付専用ＦＡＸ：０３－６４５９－２８１９ 

    郵送先 〒107-0061 東京都港区北青山１－２－３ 青山ビル１３Ｆ 

総務省 テレビ受信者支援センター 統括本部 

ビル陰共聴 総合コンサルティング担当 あて 

 

 

＜関連報道発表＞ 

総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）による共聴施設のデジタル化促進活動等の開始（平

成 21 年５月１日発表） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000020272.pdf 

ビル陰やアパート・マンション等における共同受信施設の地上デジタル放送対応のための助成金

のお知らせ（平成 22 年４月２日発表） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000061296.pdf 

デジサポにおける地域の電話番号での受信相談の受付開始(平成 22 年４月 20 日発表) 

  http://www.soumu.go.jp/main_content/000063229.pdf 

法律家が出向いて相談に応じます～ビル陰共聴施設に関する法律専門家による相談事業の

拡充～（平成 22 年４月 27 日発表） 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000064299.pdf 

 

 

＜本報道発表のお問い合わせ先＞ 

【総務省連絡先】      【（社）デジタル放送推進協会連絡先】 

情報流通行政局地上放送課       総務省テレビ受信者支援センター 

デジタル放送受信者支援室          （統括本部） 

担 当：佐々木室長補佐、加藤主査、柴田主査 担 当：榊部門長、玄間部長、上田副部長 

電 話：（代表）03-5253-5111（内線 5807） 電 話：03-6459-2783 

     （直通）03-5253-5807      ＦＡＸ：03-5785-4088 

 ＦＡＸ：03-5253-5794     



別紙１

ビ 陰 受信施 デジタ 放送 応 向ビル陰共同受信施設の地上デジタル放送対応に向けた
総合コンサルティングの実施

対応 お 管 者 方 デジ ポ 御相談くださ－対応にお困りの管理者の方、デジサポに御相談ください－

2010年４月



事業の概要

１．支援対象者
受信障害対策共聴施設の管理者及び利用者（共聴施設組合を含みます。）
なお、以下の施設を優先的に対象とします。

デジタル放送においても建築物等による受信障害が継続する共聴施設・デジタル放送においても建築物等による受信障害が継続する共聴施設
・マンション等の管理組合又は利用者による共聴施設組合が施設管理者である施設

ただし、国・地方公共団体等が維持管理を行っている施設は、支援対象外です。
（御相談をお伺いし、内容によって、本支援事業の対象となるか、又は従来の支援の対象となるか、適切な支援・助言等をさせていただきます。）

２ 対象事業２．対象事業
受信障害対策共聴施設のデジタル化対応に向け、デジサポが既に実施している支援メニュー（※）を含め、デジタル化方策の検討、当事者間協議

支援等、デジタル化対応の検討から完了までを総合的に支援する総合コンサルティングを実施します。
（※）個別アンテナ受信可否調査、助成金制度、法律家相談 等

３ 申込受付期間３．申込受付期間
平成２２年５月１２日（水）～平成２２年６月３０日（水）
（予算の範囲内で実施するため、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します）

４．お問い合わせ
各都道府県のデジサポへお問い合わせください。（電話番号は 別紙２のとおり）各都道府県のデジサポへお問い合わせください。（電話番号は、別紙２のとおり）
※受付時間は、いずれの地域も平日９時～18時
電話がつながりましたら、「ビル陰共聴の『総合コンサルティング』について」とお申し出ください。

５．申込方法
申込様式はデジサポホームページ（http://digisuppo.jp/）からダウンロードしていただくか電話にて御請求ください。申込様式はデジサポホ ム ジ（http://digisuppo.jp/）からダウン ドしていただくか電話にて御請求ください。
お申込みは以下へＦＡＸ又は郵送してください。
受付専用ＦＡＸ：０３－６４５９－２８１９
郵送先 〒107‐0061 東京都港区北青山１－２－３ 青山ビル１３Ｆ

総務省 テレビ受信者支援センター 統括本部
ビル陰共聴 総合コンサルティング担当 あて

1

ビル陰共聴 総合コンサルティング担当 あて



事業イメージ

地上デジタル放送においても建築物等による受信障害が継続する施設で、かつ、デジタル化対応が進ん
でいない施設に対し、施設所有者等が実施するデジタル化対応作業について総合的なコンサルティング
を行い デジタル化完了まで具体的な課題解決を支援しますを行い、デジタル化完了まで具体的な課題解決を支援します。

施設所有者や利用者（施設加入者）による
デジタル化対応作業を具体的に支援

当事者間協議

デジタル化対応作業を具体的に支援

受信障害対策共聴施設

総務省
（デジサポ）

共聴スーパー
装置

受信状況調査 施設管理者

共聴施設のデジタル化、
どう進めたらいいんだろう？？

・共聴エリアの電波調査をします
・共聴範囲となっている地域を確認します

デジサポ
法律家相談

どう進めたらいいんだろう？？

デジタル化
対応助成金

共聴範囲となっている地域を確認します

・共聴デジタル化の対策方法を具体的に
検討しご説明します

・概算経費見積の作成の依頼について支
援します

利用者 周知方法 協議方法 助言
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法律家相談

・・・・・

コンサルティング
担当者

・利用者への周知方法、協議方法の助言
をします

・法律専門家による相談をご紹介します
・助成金の申請について支援します



事業の支援メニュー①

基本支援メニュー

施設所有者等への訪問・解決策の検討
施設所有者等を訪問して、デジタル化対応の進捗状況を把握し、課題の確認とその最適な解決策を検討します。

デジタル受信状況の説明
簡易連続調査結果を明示し、受信状況をご説明します。また、必要に応じて個別受信可否調査を実施し、共聴範囲

内での個別受信可否の状況把握し 受信状況をご説明します内での個別受信可否の状況把握し、受信状況をご説明します。

デジタル化対応方法の提案
デジタル受信状況を基に、共聴のデジタル化対応のための施策案を施設所有者等に具体的に提示します。

事 総 策 援理事会・総会への出席・対策方法の説明支援
デジタル化対応方針の決定に向けて、施設管理者の理事会・総会等へ出席し、対応方針についての説明支援を行

います。また、要望に応じて法律の専門家による「法律家出張相談」も行い、方針決定を支援します。

工事見積書作成の依頼支援工事見積書作成の依頼支援
デジタル化対応方針を決定するために必要な工事見積書等の作成について、業者への作成依頼の支援を行いま

す（デジサポでは見積書作成は行いません。業者の見積書作成は有料になる場合があります）。

施設利用者への周知、説明会開催に対する助言施設利用者 の周知、説明会開催に対する助言
対応方法の実施にあたり、関係者（施設利用者や原因建造物等の所有者等）に対する周知や協議の場を設け当事

者間協議が円滑に実施されるよう、周知方法や説明会の開催方法について助言を行います。

法律の専門家の紹介
当事者間協議が不調となる場合は 「デジサポ 法律家相談 事業をご紹介し 解決 向け お手伝 します
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当事者間協議が不調となる場合は、「デジサポ・法律家相談」事業をご紹介し、解決へ向けてお手伝いします。

国の助成金制度の紹介
デジタル化対応において助成金制度が利用できる場合は、制度についてご紹介します。



事業の支援メニュー②

共聴施設実態調査

希望により支援するメニュー（オプション）

共聴施設実態調査
アナログ共聴施設の施設設置範囲（利用世帯の範囲）等の施設実態把握調査を行います（都市部においては全て

把握することが困難な場合があります）。

各種申請手続き支援
国の助成金制度を活用する場合の各種申請手続きについて支援します。

施設利用者への周知、説明会の支援
施設利用者等を対象とした、デジタル化対応方法の実施についての周知や施設利用者への説明会への出席、対

応方法の説明について支援を行います応方法の説明について支援を行います。
要望に応じて法律の専門家による「法律家出張相談」も行います。

受信組合設立の結成支援
施設利用者が実質的な施設所有者となっているものの、受信組合組織が結成されていない場合等、施設利用者施設利用者が実質的な施設所有者となっているものの、受信組合組織が結成されていない場合等、施設利用者

自らがデジタル対応への各種手続きを進めるために、新たに受信組合組織の設立が必要な場合における受信組合
組織の設立について支援をします。
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デジタル化対応の流れと総合コンサルティングの関係

○ 共聴施設のデジタル化対応においては、まずは地上デジタル放送の受信状況を調査した上で、デジタル化の方針を
決定することが重要です。
①受信障害が解消する場合は、個別受信への移行等の方針を決定し、利用世帯（施設加入者）に周知すること①受信障害が解消する場合は、個別受信 の移行等の方針を決定し、利用世帯（施設加入者）に周知する と

が必要です。

②受信障害が継続する場合は、施設改修やその費用負担等について当事者間協議を行い、改修工事等を実施すること
が必要です。

○ デジサポでは、地デジ説明会、地デジ個別受信可否調査、個別受信可否のめやすの公表（ホームページ）、成功事例○ デジサポでは、地デジ説明会、地デジ個別受信可否調査、個別受信可否のめやすの公表（ホ ム ジ）、成功事例
の紹介、法律家相談、助成金制度などの既存施策に加え、さらに「総合コンサルティング」によりデジタル化を着実に促
進し、デジタル化対応の各局面でお手伝いします。
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事業の流れ
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【別紙２】

平成２２年５月１２日～ 平成２２年５月２４日～

石狩振興局、後志総合振興局、空知
総合振興局の一部（北海道北テレビ受
信者支援センターの担当地域を除く地
域）、胆振総合振興局及び日高振興
局の地域

デジサポ道央 011-271-4501 011-351-1155

空知総合振興局の一部（深川市、妹
背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町及
び沼田町）、上川総合振興局、留萌振
興局、宗谷総合振興局及びオホーツ
ク総合振興局の地域

デジサポ道北

十勝総合振興局、釧路総合振興局及
び根室振興局の地域 デジサポ道東 0154-31-5412 0154-99-0101

渡島総合振興局及び檜山振興局の地
域 デジサポ道南 0138-27-6117 0138-38-0101

青森県 デジサポ青森 017-722-1831 017-771-1010

岩手県 デジサポ岩手

宮城県 デジサポ宮城 022-721-0381 022-745-1500

秋田県 デジサポ秋田 018-836-5391 018-803-1100

山形県 デジサポ山形 023-645-7262 023-606-1100

福島県 デジサポ福島

茨城県 デジサポ茨城

栃木県 デジサポ栃木

群馬県 デジサポ群馬

埼玉県 デジサポ埼玉

千葉県 デジサポ千葉

東京都区部及び島嶼部 デジサポ東京中央

東京都多摩地区 デジサポ東京西

神奈川県 デジサポ神奈川

山梨県 デジサポ山梨

新潟県 デジサポ新潟

長野県 デジサポ長野 026-233-5501 026-403-2100

富山県 デジサポ富山 076-433-1740 076-403-0101

石川県 デジサポ石川 076-214-8401 076-203-0101

福井県 デジサポ福井

岐阜県 デジサポ岐阜 058-266-0264 058-203-5400

静岡県 デジサポ静岡 054-282-3559 054-333-5700

愛知県 デジサポ愛知 052-954-5672 052-308-3930

三重県 デジサポ三重

滋賀県 デジサポ滋賀 077-523-5258 077-503-0101

京都府 デジサポ京都 075-212-9345 075-330-3030

大阪府 デジサポ大阪 06-6944-9919 06-7637-1010

兵庫県 デジサポ兵庫 078-321-1667 078-330-0101

奈良県 デジサポ奈良 0742-27-6229 0742-90-2222

和歌山県 デジサポ和歌山 073-426-2675 073-403-4141

地域 センター名

北海道

東北

関東

「総合コンサルティング」ご相談窓口電話番号

019-653-1399

055-213-2200

045-345-0110

042-716-2525

03-6743-0500

043-333-7100

信越

北陸

東海

近畿

0166-24-5035

024-522-4900

025-333-0011

059-227-7271

048-610-8080

027-202-1100

028-634-9969

029-307-0101

0776-31-0101

1



【別紙２】

平成２２年５月１２日～ 平成２２年５月２４日～
地域 センター名

「総合コンサルティング」ご相談窓口電話番号

鳥取県 デジサポ鳥取 0857-22-0221 0857-33-4800

島根県 デジサポ島根 0852-31-0187 0852-35-5411

岡山県 デジサポ岡山

広島県 デジサポ広島 082-249-7451 082-553-0101

山口県 デジサポ山口 083-922-0160 083-963-4400

徳島県 デジサポ徳島 088-678-6311 088-603-0200

香川県 デジサポ香川 087-823-7751 087-883-5521

愛媛県 デジサポ愛媛

高知県 デジサポ高知 088-875-7310 088-813-0000

福岡県 デジサポ福岡 092-526-3366 092-303-0101

佐賀県 デジサポ佐賀

長崎県 デジサポ長崎 095-822-5753 095-804-5500

熊本県 デジサポ熊本 096-325-6922 096-300-8800

大分県 デジサポ大分 097-536-3111 097-515-8300

宮崎県 デジサポ宮崎 0985-31-1805 0985-68-2211

鹿児島県 デジサポ鹿児島 099-255-0353 099-833-2020

沖縄県 デジサポ沖縄

四国

中国

九州・
沖縄

089-903-0101

098-993-1002

086-899-6060

0952-43-1212
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